
番号 7

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 指導監査課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 30日

　　　標　準　処　理　期　間 計 30日

判　断　基　準

【根拠法令等】
社会福祉法

第五十五条の二　社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」とい
う。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存
事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」
という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承
認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承
認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
　一　当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を
控除して得た額
　二　基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めると
ころにより算定した額
９　所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各
号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
　一　社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充
実残額に照らして適切なものであること。
　二　社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該
社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
　三　社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該
地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
　四　その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

審査基準及び標準処理期間整理個表

社会福祉充実計画の承認

社会福祉充実計画の承認を行う。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

第55条の2第1項

社会福祉法第55条の2第9項を基準とする。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

　　　　　　30日

申 請 者 所 管 課

申請

承認

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


